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はじめに 

 

本報告書は、平成１５年５月より内閣府大臣官房長のもとで開催された「歴

史資料として重要な公文書等の適切な保存・利用等のための研究会」（以下「研

究会」という。）の検討を拡充・発展させる形で、同年１２月より内閣官房長官

のもとで開催された「公文書等の適切な管理・保存・利用等のための懇談会」

（以下「懇談会」という。）における検討の成果をまとめたものである。 

研究会では、我が国における公文書館制度の拡充・強化を図るための方策に

ついて検討した。平成１５年７月に、直ちに取り組むべき事項を中心に「中間

取りまとめ」を公表し、いくつかの制度的課題については、さらに検討すべき

論点を整理した。 

さらに、研究会では、こうした制度的課題の検討に当たっては、進んだ公文

書館制度を有している諸外国の関連制度とその運用を正確に把握し、我が国の

現状との比較を行いながら、これを進める必要があるとの考えから、委員が分

担して、韓国、中国、米国、カナダの４か国を訪問し、調査を行った。その結

果は、平成１５年１２月に、「諸外国における公文書等の管理・保存・利用等に

かかる実態調査報告書」（以下「海外調査報告書」という。）として、公表され

た。 

諸外国においては、国立公文書館を国家存立の基本的な機能であると理解し

て制度が整備され、運用がなされている。国立公文書館の体制について、職員

数を比較すると、我が国が４２人にとどまるのに対し、米国２５００人、カナ

ダ６６０人、イギリス４５０人、フランス４４０人、中国５６０人、韓国１３

０人となっており、日本の公文書館は諸外国に比べ、けた違いの規模にとどま

っており、体制の差は歴然としている。諸外国においては、国立公文書館が現

用文書（業務上使用している文書）管理も含めた多様な機能を持っているほか、

現用文書の集中管理の仕組み（中間書庫システム）が整備され、情報公開法の

ほかに統一的な文書管理法が存在するなど法的環境も我が国と大きく異なって

いる。 

この結果も踏まえつつ、更に制度的あり方についてより幅広い視野から検討

を深めるため、従来の研究会を拡充して内閣官房長官が主宰する本懇談会が平

成１５年１２月より開催された。公文書等を適切に管理し、後世に残すべき価

値のある歴史的に重要な公文書等の体系的な保存を行い、これを広く国民の利

用に供するための制度を整備することは、我が国における重要な課題であると

の認識の下、公文書等の管理、保存及び利用に係る制度の在り方について、鋭

意検討を重ねてきた。 

小泉内閣総理大臣は、平成１６年１月に行われた施政方針演説において「政

府の活動の記録や歴史の事実を後世に伝えるため、公文書館における適切な保

存や利用のための体制整備を図ります。」と述べておられ、我が国の公文書館制

度の拡充・強化に国として取り組む方針が示された。 

本報告書は、このような背景の下に、研究会における７回の検討、海外調査
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報告書に整理されている海外調査の成果を踏まえ、さらに合計８回にわたって

行った懇談会の検討の成果をとりまとめたものである。本報告をもとに、真に

歴史の検証に耐える公文書等が、公文書館において適切に保存され、利用され

ることを保障する体制整備が図られることを期待するものである。 
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１ 基本的な考え方 

（１）公文書等は国民が共有すべき遺産 

「過去の遺産は、将来の実りをもたらす種子である」( The heritage of the 

past is the seed that brings forth the harvest of the future). 

これは、２００３年９月ワシントン DC に、ブッシュ大統領の出席のもとで

リニューアル・オープンした米国国立公文書記録管理局の玄関台座に刻まれ

ている言葉である。 

公文書館とは、主に国や地方公共団体が作成した各種の公文書その他の記

録（以下「公文書等」という。）の中から、永久に保存する価値があるもの

を評価・選別し、保存するとともに一般の利用に供するための機関である。

すなわち、公文書等とは、国民が共有すべき経験を眼に見える形とした「遺

産」（heritage）であり、それを将来の実りをもたらすものとして国民が共

有するための制度が「公文書館制度」である。 

 

（２）充実・強化される各国の公文書館制度 

近代的公文書館の起源は、フランス革命直後の１７９０年パリに設置され、

国民議会の議事録・記録類及び各省庁等の国家機関から移管される公文書等

を保存・公開した国立文書館にあるとされる。 

公文書館制度は、欧米各国における国家の基本的機能として定着している

ばかりでなく、近年になって一層強化されている。米国では、１９３５年に

ワシントンDCに国立公文書館本館が竣工したが、９３年にはメリーランド州

に新館が建設され、２００３年９月には改築のため休館していた本館がリニ

ューアル・オープンした。全国に１５のレコードセンター（現用文書の合同

保管庫）を持ち、職員数２５００人（臨時職員を除く。）が国民に対して国

家の活動についての記録にアクセスし利用することを保証している。 

我が国同様公文書館の理念の定着が遅れていた韓国でも、金大中政権の発

足時における過去の公文書等の大量廃棄、金融危機の発生に伴うIMFへの対応

の必要性等から、過去の記録を保存する重要性が強く意識され、９０年代末

より、公文書館制度の拡充（「韓国の記録文化ルネッサンス」）が急速に進

み、法制は１９９９年に公共機関記録物管理法が制定されている。 

諸外国においては、現用文書を含め、公文書等の記録物の管理、保存、利

用等のライフサイクル全般を規制する一般的な法律（文書管理法）が整備さ

れている。そのなかで、公文書等の作成、廃棄等についての一般的な基準の

ほか、公文書館の役割、位置付けが明確にされ、それが行政の高度化、効率

化のみならず、公文書等の保存、利用に大きな役割を果たしている。 

さらに、２００１年には、記録管理に関する国際標準ISO15489がはじめて

策定された。近年、情報公開の進展及び電子記録の普及等を背景にして、政

府をはじめとする組織がその社会的活動の過程で作成する記録は、作成され

た瞬間から広く社会の成員によって共有されるべきものであり、適切に保

存・管理されなければならないとするレコード・コンティニュアム（記録連
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続体論）のパラダイム（概念的枠組み）が、文書管理やアーカイブズ（個人

又は組織がその活動の過程で作成、受領、収集した記録のうち、継続的価値

を持つものとして保存されているもの。また、それらの記録を管理、保存し

利用に供する公文書館等の機関や施設。）を専門とする世界中の実務者並び

に研究者等の注目を集めている。このパラダイムは、抽象的な理論モデルで

はあるが、この標準の策定にも多大な影響を与えたといわれており、現用・

非現用の区別を超えた記録の全般的管理の必要性を、実務面において支える

知的枠組みを提供している。 

 

（３）現代の遺産を保存していない我が国の公文書館制度 

我が国では、この近代的公文書館の制度は国の基盤的制度・施設であるに

もかかわらず、明治維新における欧米の制度の導入に当たり、移植されず、

また、日本国憲法施行後も定着するにいたらなかった。我が国の国立公文書

館は昭和４６年（１９７１年）に発足し、昭和６２年（１９８７年）に公文

書館法（昭和６２年法律第１１５号）が、平成１１年（１９９９年）には国

立公文書館法（平成１１年法律第７９号）が制定されたが、我が国において、

公文書等を作成する国の機関における職員においても、公文書館を利用する

一般国民においても、その意義、果たすべき役割についての社会的認知がな

お低く、その整備・充実は、我が国の国力に比して極めて不十分である。 

国立公文書館は、毎年春秋に特別展を開催している。平成１６年（２００

４年）春には、「激動幕末・開国の衝撃」という企画が催された。激動の時代

にあって先人がいだいた危機感や困難にぶつかりながら、使命感によって道

を切り開いていった英知とたくましさを実感できるものであった。 

 平成１５年（２００３年）秋には、「変貌－江戸から帝都そして首都へ－」と

いう企画が開催された。慶応４年（１８６８年）に江戸から名を改めた東京

が「首都」として徐々に成長し、関東大震災や戦災による大打撃を乗り越え、

戦後は「首都圏」を形成するほどまで発展を遂げた足跡を、写真・地図・図

面などを含む所蔵資料によって、ふりかえっている。 

 いずれの企画も好評であり、国立公文書館が国の歴史を後の世代に伝え、

後の世代が歴史を追体験する上で重要な役割を果たしていることを示すもの

である。しかし、一方で、こうした特別展は、国立公文書館、あるいは、我

が国の公文書館制度の問題点を示すものでもある。過去６３回開催された展

示会をみると、展示テーマの多くは、江戸時代、明治時代に関するものであ

る。 

戦後６０年を迎えようとしている中、先人は、そのとき、そのときに困難、

岐路に直面し、同じような危機感、使命感を持って意思決定を行い、道を切

り開いてきたはずである。我が国の現在の繁栄はそうした先人による無数の

意思決定の上に築かれている。 

例えば、日本は１９５０年代から６０年代にかけて、広範な環境汚染とそ

れに伴う深刻な公害病を経験した。今年は、日本経済の死命を制する原油の
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価格が急速に高騰した石油危機から３０年である。１５年ほど前に行われた

日米構造問題協議は、通常の外交交渉にとどまらず国内の経済社会のあり方

に関わる諸制度が直接交渉の対象となった協議であった。来年は、６４３３

名の尊い人命が失われた阪神淡路大震災から１０年を迎える年である。そこ

からの復興の努力の記録は、後世に残されるべきものであろう。 

現代もまた激動の時代である。この懇談会、あるいは研究会の開催と並行

して、「構造改革なくして日本の再生と発展はない」という方針のもと、聖域

なき構造改革が各方面で推し進められた。構造改革は必然的に痛みを伴うも

のであるが、その効果は直ちに現れるものではない。この時代、改革の努力

は、歴史にどのように残され、将来の国民によってどのように評価されるの

であろうか。 

２０世紀後半から現代に至る多くの重要な意思決定、すなわち人々の苦難

と選択の歴史を現在の日本の公文書館制度は、我々にあるいは、将来の世代

に残しているのだろうか。江戸時代、明治時代の先人が我々に残し、現在公

文書館に保管されているような貴重な記録を、子孫に対して残しているのだ

ろうか。１０年後、３０年後の公文書館は、戦後史を題材にした特別展を開

催し、同じような感動を将来の国民に伝えることができるのだろうか。現状

の制度をこのまま残す限り、残念ながら答えはいずれも「否」といわなけれ

ばならない。 

現実は、戦後の日本にかかる記録を知りたければ、むしろ米国の国立公文

書館を訪ねた方がよいというのが研究者の一般的な認識である。例えば、国

家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）の立法過程に関する記録は、我が国

の国立公文書館において発見することはできないが、米国の国立公文書館に

記録が存在する。１０年ほど前に自らの機関で行われた意思決定がどのよう

な経過でなされたかについての記録が当該機関（省庁）に存在せず、米国の

国立公文書館で発見されたという話もある。 

戦後６０年を経過しようとしているにもかかわらず、戦後を対象とした歴

史研究がほとんどなされていないのも公文書等の体系的保存がなされていな

いことと無関係ではない。１９５０年代を対象とした数少ない歴史研究は、

ほとんどが、関係者へのインタビューや口述記録や雑誌記事、報道等、さら

には米国国立公文書館所蔵の資料で客観的資料の不足を克服しようとしたも

のであって、国立公文書館所蔵の公文書等は、ほとんど貢献していない。歴

史の実証研究という観点からいって諸外国に比べて大きな制約がある。 

 

（４）将来に対する説明責任を確保する仕組み 

「公文書館は、単なる歴史保存施設ではなく、人権擁護や説明責任のため

の、民主主義の本質に深く関わる施設である」（第８代合衆国アーキビスト 

ジョン・カーリン）。 

欧米では、国家の機関の重要な意思決定は、常に将来の世代における歴史

としての評価を念頭におかれてなされている。また、韓国において近年の公
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文書館制度の充実（記録文化ルネッサンス）の原動力となったのも、「公文

書館なくして民主主義なし」（No Archives No Democracy）という理念であ

った。 

現在、我が国における各種の制度や運用に影響を与えてきた「政治や行政

はプロに任せて民は黙って寄りかかっていればよい」、「ムラの恥を広い世間

にさらしてはいけない」といった考え方は、急速に後退し、修正されつつあ

る。これを象徴するのが、「行政機関が保有する情報の公開に関する法律」（平

成１１年法律第４２号。以下「行政情報公開法」という。）の制定とその定着

であり、さらには、今年の通常国会で成立した「公益通報者保護法」（平成

１６年法律第１２２号）である。 

我が国では、行政の「説明責任」は、主として同時代の国民に対するもの

として理解されてきたし、行政文書の開示のための制度である行政情報公開

法はそうした目的に資するものとして制定されている。一方、諸外国では将

来の国民に対しても「説明責任」を果たしていくことが制度として要請され、

国の機関に勤務する個々の職員にも浸透している。 

諸外国では、国の機関の意思決定に関わる記録を後世に残す制度が整備さ

れているなかで、重要な意思決定に関わる者は、後世の評価にさらされるこ

とを常に念頭に置いて行動することが求められている。同時代的には公開に

なじまない分野が認められ、そうした分野には厳格な秘密保持が図られる一

方、後世における歴史の批判の可能性を確保することで公正な意思決定が担

保される。公文書館は、そうした後世の評価の材料を保存、提供する重要な

社会基盤として機能している。 

国の機関が作成し、又は取得した公文書等は、その組織の活動記録である

だけでなく、広く国民が共有すべき貴重な記録である。公文書等を適切に管

理し、後世に残すべき価値のある重要な公文書等の体系的な保存を行うとと

もに、国民の利用に供するための制度を整備することは、我が国の「この国

のかたち」のありようが問われる国の基本的な責務・機能であって、同時に

将来の発展への基盤である。 

ここにおいて公文書館制度を担う人材である公文書等の管理の専門家は、

組織的（組織内部における）・民主的（広く社会に対する）・歴史的（後世

に対する）説明責任と密接に関連するものとして位置づけられる。 

 

（５）問題の所在と検討の視点 

公文書館制度の検討にあたっての基本的視点は以下のとおりである。 

第一に、国民からみた国立公文書館は、北の丸公園に存在する４階建ての

建物、とりわけワンフロアの「閲覧室」である。しかし、閲覧室で貴重な公

文書等の閲覧を可能にするためには、その裏で公文書等を体系的に収集し、

保存し、選別する気の遠くなるような地道な作業の積み重ねが必要である。  

米国国立公文書館の正式名称は、国立公文書記録管理局（National 

Archives and Records Administration）であるが、その名の示すとおり、国
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立公文書館と記録管理局という２つの機能を兼ね備えている。国立公文書記

録管理局における２５００人の職員のうち、ワシントンDCの本館とメリーラ

ンド州の新館に勤務しているのは約７００人で、約５０人のスタッフが、公

文書館への移管が適切に行われるよう連邦政府機関と交渉し、約３０人が政

府職員の文書管理の指導にあたっている。一方、我が国の国立公文書館は、

昭和４６年（１９７１年）に発足したが、これは、いわば「閲覧室」からみ

た公文書館制度を移植して整備したものにとどまるものであった。江戸時代、

明治時代に作成され、すでに選び抜かれた公文書等を保管し、閲覧に供する

には一定の機能を持っているが、現用文書の管理、収集、保存、選別の機能、

制度においては、大きく遅れをとっているのは否定しがたい。 

第二に、我が国の現行制度のもとで、国立公文書館は、基本的には内閣総

理大臣（内閣府）が国の各機関から移管を受けた公文書等を受動的に保存し、

閲覧に供する施設となっている。一方、諸外国では、国立公文書館は、国の

各機関が業務上使用している現用文書の作成、保存、管理に広く関わり、公

文書等の保存期間の設定や廃棄について公文書館の個別承認が必要であるな

ど公文書館が、現用・非現用双方の公文書等のライフサイクル（作成・取得

から保存・廃棄までの過程）全般に関わる幅広い役割を担っている。 

総理府の附属機関として設置された国立公文書館は、内閣総理大臣に直結

する行政機関として、各省庁との間で移管、評価・選別等につき主体的に事

務を行いながら、公文書等の保存、利用等の実施事務を行ってきた。しかし

ながら、平成１３年（２００１年）に独立行政法人化して以後は、国立公文

書館は、移管について、制度上求められて意見を述べるにとどまっている。 

すなわち、現在、我が国では、現用文書の管理は、個々の行政機関の責任

においてなされ、現用文書の管理については、個々の行政機関において文書

管理規則が設けられているにすぎない。また、各機関において非現用となっ

た公文書等の移管は、内閣総理大臣（内閣府）が行っており、国立公文書館

の関与は制度上極めて限定されている。公文書館制度を充実させるためには、

「独立行政法人国立公文書館」が担っている機能を充実するだけでは不十分

であり、こうした公文書等の作成、保存、移管、廃棄等の全体像を視野に入

れて総合的な視点で検討することが重要である。 

第三に、歴史的に重要な公文書等が体系的に保存されるためには、現用文

書段階から適切に管理保管されることが必要である。現在の文書管理は、文

書のいわゆる現用段階を念頭において作成されており、文書の保存期間（長

いものでは３０年間、保存期間を延長されているものはそれ以上）内は文書

を作成した各行政機関において情報公開の開示請求を担保し、保存期間が満

了したときに、「非現用文書」となって歴史資料の評価・選別を行う仕組み

である。重要な文書を適切に国立公文書館に移管するためには、現用文書段

階における適切な管理保管が必要なのは勿論のこと、公文書館が将来の国民

に対する説明責任の拠点として機能を果たしていくためには、重要な意思決

定に際して、文書が適切に作成されることをも担保することも必要である。 
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 第四に、国の公文書等の保存について、現状は「分散管理」であるが、重

要な公文書等の適切な保存という観点からも、国の機関全体の行政コストの

観点からも問題がある。行政文書の多くは、作成されてから最大３０年間、

場合によってはそれ以上にわたって、各府省、それも多くの場合、文書を作

成した各担当部局で文書が保管されている。 

文書を一定の期間保存すべきであるということは、作成部局がそれをその

まま保存すべきであるということと同じではない。現状は、公文書等の保存

自体を目的としていない多くの組織（部局）に貴重な公文書等の保管につい

て長期にわたる責任を課すものである。この結果、執務スペースを実際には

ほとんど参照することのない書類が占拠して職員の事務効率を低下させるこ

とが懸念されるばかりでなく、後世に残すべき貴重な記録が意図的にではな

いにせよ散逸していく可能性があるという問題がある。 

重要な公文書等の散逸防止を図るとともに、公文書等の保存にかかる行政

コストを低減させ、行政の効率化を図るためには、国の機関等が作成した公

文書等をできる限り集中管理する制度が望ましい。 

第五に、公文書等の管理に関する制度は必然的に国の機関の活動、行政過

程そのものを規制する側面があることに留意が必要である。国の行政機関は、

意思決定を行うに当たっては、文書を作成して行うのが原則であり、公文書

等の作成とは、国の機関の活動のもっとも重要な一部であるからである。 

文書管理や移管の仕組みを見直す際には、各行政機関等における事務の能

率的な遂行にも資するものとなる方向で行うことが必要である。公文書館制

度が持つ保存、移管等のための行政コストを軽減する一方で、国の機関にお

いても、自らの組織が作成した公文書等を含め、先人の記録を利用しやすい

制度となるよう工夫が必要である。 

第六に、電子政府が推進され、各府省の公文書の電子化・ネットワーク化

が急速に進んでいる。紙の公文書から電子公文書への変化は、従来からの公

文書の管理体制を根本から変革するパラダイムシフト（概念的枠組みの変化）

を呼び起こす可能性があるものであるが、現行の電子政府構築計画には、歴

史資料として重要な電子公文書を将来の国民に遺す、という視点が基本的に

欠落している。紙から電子への媒体の変化を問わず、将来にわたって国民が

公文書等を継ぎ目なく利用できるよう、適切な対応を取っていく必要がある。 

第七に、本懇談会では、主として国の機関が作成した公文書等を国立公文

書館が保存する場合を念頭において検討を行ったが、公文書館は、国立公文

書館ばかりでなく、全国の４６の地方自治体において設置されており、それ

ぞれの自治体においてその地域の公文書の保存を担う重要な役割を担ってい

る。これらの地方自治体のなかには、国よりも先進的な制度を持つところも

あり、検討の材料とした。 

地方自治体は、国と異なる様々な状況にあり、特に市町村合併が進むなか

で歴史資料として重要な公文書等の散逸が懸念されているが、本報告で扱っ

ている内容が、地方の公文書館制度のあり方を検討する際にも参考になれば
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幸いである。 
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２ 公文書等の管理・保存・利用に係る現行システムの評価 

 

 本懇談会では、以上のような基本的な考え方に基づいて、公文書等の適切な

管理、保存及び利用に関する検討を進めてきたが、必要な取組を提言するに当

たり、まず、公文書等の管理・保存・利用に係る現行システムの評価を行うこ

ととする。具体的には、公文書館への公文書等の移管の現状を確認するととも

に、行政機関側の考え方を整理する（（１））。その上で、現行システムの全体像

を俯瞰した（（２））後、公文書等の管理・保存・利用に係る現行システム・運

用における問題点を公文書等のライフサイクルに沿って、順に指摘することと

する（（３）作成、（４）管理、（５）移管）。さらに、公文書等の収集対象に係

る問題点について検討し（（６））、最後に、公文書等の閲覧及び一般利用に関す

る現状を整理する（（７））。 

 

（１）公文書館への公文書等の移管の現状等 

ア 移管の現状 

平成１３年（２００１年）４月、国立公文書館は大きな転機を迎えた。

中央省庁等改革の一環として独立行政法人へと生まれ変わると同時に、行

政情報公開法が施行され、国立公文書館法に基づく新しい移管制度が開始

されたのである。 

従来の移管制度では、各省庁の文書管理規程などにより「永年保存」と

区分される文書を作成・取得後３０年までに国立公文書館へ移管すること

とされていたが、行政情報公開法施行以後は「永年保存」文書という区分

はなくなり、３０年・１０年等の保存期間が満了し非現用となった時点で、

国立公文書館法の定めに従い各行政機関の長と内閣総理大臣との間で移管

についての協議が行われることになった。新しい移管制度では、年に１度

各行政機関の長が内閣総理大臣に対して、保存期間が満了する文書の中か

ら歴史資料として保存する必要があると思われる文書の移管の申出を行う。

内閣総理大臣は、申出を受けて国立公文書館の意見を聴く。国立公文書館

は、申出のなかった行政文書を含め、当該年度に保存期間が満了する行政

文書全般の中から、移管を受ける必要があると判断する文書について内閣

総理大臣に意見を述べる。内閣総理大臣は、この意見をも踏まえた協議を

行い、最終的に各行政機関と合意し移管を受けた公文書等を、国立公文書

館に移管する（国立公文書館法第１５条第４項）。 

この制度を実施するため、「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存

のために必要な措置について」（平成１３年３月３０日閣議決定。以下「閣

議決定」という。）、「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために

必要な措置について（平成１３年３月３０日閣議決定）の実施について」

（平成１３年３月３０日各府省庁官房長等申合せ。以下「官房長等申合せ」

という。）、「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措

置について（平成１３年３月３０日閣議決定）等の運用について」（平成１
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３年３月３０日各府省庁文書課長等申合せ。以下「文書課長等申合せ」と

いう。）が定められ、会計検査院と内閣府の間にも同様の定めが行われた。 

新しい移管制度の開始により各府省からの体系的な文書の移管が期待さ

れたが、現実には平成９年度から１２年度の平均移管冊数が約１７０００

冊だったのに比べ、平成１３年度の移管冊数は６７４冊、平成１４年度は

７７５９冊、と移管冊数が激減した。平成１４年度についていえば、各行

政機関から移管の申し出があった冊数は７３２０冊であり、国立公文書館

はこれ以外に行政文書ファイル管理簿から５３１９ファイルを移管対象と

して照会したが、最終的に移管されるに至った行政文書は４３９冊にとど

まった。また、７７５９冊のうち５５２４冊は内閣官房及び内閣法制局か

らの移管であり、１００５冊は文部科学省からの学校法人等の許認可関係

文書であって、他の各府省からの移管はそれぞれ０～３００冊以下にとど

まっている。 

一方、昭和４６年（１９７１年）７月の設立以来、３０余年の間に移管

を受けた公文書等の所蔵冊数は約５８万冊（平成１５年度末）に及び、天

皇の御名・御璽のある御署名原本等を含む貴重な資料を所蔵しているが、

旧来の制度で移管された公文書等も、戦後の国の行政機関の歩みを跡付け

るに十分な内容とは言いがたい。 

現在、国立公文書館のホームページでは、所蔵資料検索の一助として、

昭和４６～平成１２年度移管公文書の概要について移管省庁別の「資料群

案内」を公開しており、旧制度で移管された公文書等の全体像を概観する

ことができる。（http://www2.archives.go.jp/shiryogun/index.html） 

内閣・総理府移管資料については、明治から昭和４０年代までの閣議関

係、法律・政令関係、省令・告示関係、人事・栄典関係等の資料がほぼ揃

っているが、その他の省庁については資料に偏りがあり、特定の種類の公

文書が大量に所蔵されていることがわかる。各省庁から平成１２年度まで

に移管された文書は、例えば、個別許認可関係の文書が多く、各省庁の基

幹となる施策を形づくるような文書の移管は少ない。各行政機関の中枢で

ある大臣官房・官房総務課等の作成文書が全く移管されていない省庁や、

昭和３０年代以降の資料が全く移管されていない省庁も見受けられる。 

国立公文書館への移管の仕組みが順調に機能していれば、今から３０年

前、すなわち１９７０年代初頭までに各行政機関で作成された公文書等が

網羅的に収集されているべきであるが、国民所得倍増計画、大学紛争、公

害問題等の戦後の代表的な政策や社会的事件を今に伝える証拠的な資料に

ついては、ごく断片的な所蔵にとどまっていると言わざるを得ない。 

 

  イ 移管の現状に関する行政機関の考え方 

このように歴史資料として重要な公文書等の国立公文書館への移管が進

まない理由として考えられることは、本来作成されているべき文書が作成

されていないこと、現用文書の管理が不十分で保存期間満了前に散逸又は
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廃棄してしまうこと、保存期間が満了した行政文書に係る保存期間の延長

が安易に行われていること、本来国立公文書館において保存する必要のあ

る保存期間を満了した文書が各府省の何らかの事情により移管されずに廃

棄されてしまうこと、などである。 

本懇談会が、文書管理を担当している職員を対象として実施したアンケ

ートの結果をみると、①国立公文書館への移管に当たって苦労する点とし

ては、「移管後の公文書館における公開上の取扱いに不安がある」「どのよ

うな行政文書が移管対象となるか分からない」「国立公文書館への移管後の

文書の利用が不便である」「移管対象に該当する行政文書に対し、保存期間

が延長されるものが多い」「国立公文書館の目的が職員に十分に理解されて

いない」という回答があった。 

また、②移管を進めるためにはどのような改善措置が必要と思うかにつ

いては、「移管すべき歴史資料として重要な公文書等の定義を明確にする」

「移管後も文書作成府省の職員が容易に公文書等の利用ができる体制にす

る」「移管後の文書の公開・非公開の判断に際して、移管元の省庁の意向が

反映されるようにする」という３つの回答が多かった。 

公文書等の管理・保存・利用に必要な体制を整備していくに当たっては、

海外調査で明らかとなった諸外国における先進的な取組ばかりでなく、こ

のようなアンケート結果など、各行政機関における文書管理や移管の実情

を踏まえ、実効性のある措置を講じていく必要がある。 

 

（２）公文書等の管理・保存・利用に関する各システムの整合性 

現在、我が国では、国の機関において作成、又は取得される公文書等の管

理、保存、利用を全般的に規制する統一的な文書管理法は存在しない。いわ

ゆる現用段階にある文書については、各行政機関の作成する文書管理規則等

が、「非現用文書」については、国立公文書館法とそれに基づく閣議決定等が、

それぞれの目的に添った規制を行い、全体として、公文書等の管理・保存・

利用に関する法体系を形成している。 

 

ア 現用文書の管理 

「現用」段階における公文書等の管理については、行政機関の作成する

ものについては、各行政機関の事務の適正かつ円滑な実施の観点から、各

行政機関において文書管理規則が定められ、また、行政情報公開法の適正

かつ円滑な施行の観点から「行政文書の管理方策に関するガイドライン」

（平成１２年２月２５日各省庁事務連絡会議申合せ。以下「ガイドライン」

という。）が定められているため、各行政機関における文書管理規則の内容

はおおむね共通のものとなっている。 

 

イ 非現用となった公文書等の管理 

保存期間を満了し、「非現用」となった公文書等の保存については、国立



13 

公文書館法が基本的な枠組みを定めている。すなわち、「国の機関」は、内

閣総理大臣と協議して定めるところにより、当該国の機関の保管に係る歴

史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講じるこ

ととされている（国立公文書館法第１５条第１項）。 

「国の機関」には、行政機関のみならず、立法機関・司法機関が含まれ

る。このうち、行政機関との間では、閣議決定が、会計検査院との間でも

「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置につい

て」（平成１３年３月３０日内閣総理大臣・会計検査院長申合せ）がそれぞ

れ行われ、国立公文書館への行政文書の移管基準や移管手続が定められて

いる。他方、立法機関、司法機関との間では、現在こうした手続が定めら

れていない。 

 

ウ 移管基準と行政情報公開法 

行政機関において行われている移管基準については、各行政機関の文書

管理規則において、保存期間（「行政機関の保有する情報の公開に関する法

律施行令」（平成１２年政令第４１号。以下「施行令」という。）第１６条

第１項第８号に規定するものをいう。以下同じ。）が満了した行政文書のう

ち一定のものを移管することとするなどとされており、国の行政機関の保

管に係る公文書等の管理・保存に係る現行システムは、実際上は行政情報

公開法の枠組みを利用しつつ構築・運用されている。 

 もちろん、行政情報公開法や現在の文書管理システムは、その性格上、

歴史資料として重要な公文書等の現用段階における管理・保存という要請

と相反するものではない。 

そもそも、行政情報公開法において、「情報公開」と「文書の管理」とは

車の両輪であると言われるが、これは、あるべき行政文書が不存在であっ

たり、所在が明確でなかったりする状態では、行政情報公開法は的確に機

能しないからである。国立公文書館に歴史資料として重要な文書が適切に

移管されるためには、文書の作成及び管理が適切に行われることが不可欠

の前提であるから、「公文書館制度」と「（現用）文書の管理」もまた車の

両輪であるといえよう。 

また、行政情報公開法の目的が、政府がその諸活動の状況を具体的に明

らかにし、現在の国民に対して説明する責務（説明責任）を全うすること

であるのと同様に、公文書館制度には、歴史資料として重要な公文書等の

適切な保存及び利用を図ることにより、将来の国民に対する国の説明責任

を果たすという使命が課せられている。 

しかしながら、「文書管理」については、将来の国民に対する「説明責任」

を果たすための歴史的に重要な公文書等の適切な管理・保存を行うという

観点に立った認識が十分に持たれてこなかった。従って、このような観点

からも文書管理の仕組み・ルールを一層充実させる必要がある。 
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（３）公文書等の「作成」に係るシステム・運用 

歴史資料として重要な公文書等が適切に保存されるためには、そもそも重

要な意思決定に際して、文書が作成されることが前提であり、諸外国におい

ても文書管理法の重要な柱とされている。 

行政機関の長が設ける行政文書の管理に関する定めは、「意思決定に当たっ

ては文書を作成して行うこと」を原則とするものであることとされている（施

行令第１６条第１項第２号）。ガイドラインにおいても同様の規定が示されて

いることから、これに従って、各行政機関の文書管理規則において、文書の

作成に関する規定があり、施行令に規定されているものとほぼ同じ規定ぶり

となっている。しかし、それが意思決定を記録に残し、将来に対する説明責

任を果たすために重要であるという点についての認識は、一般的でないため、

必ずしも徹底していない面もある。 

 

（４）保存期間内の公文書等の「管理」に係るシステム・運用 

 ア 行政機関が保管する公文書等に関する所在情報の把握 

現在、歴史資料として重要な公文書等として国の行政機関から内閣総理

大臣、さらには国立公文書館に移管されているものは、運用上は、行政情

報公開法によって整備された各行政機関の行政文書ファイル管理簿に記載

された行政文書ファイルのうちから選別されている。 

行政文書の保管については、各行政機関において文書管理規則が整備さ

れているところであるが、ガイドラインに沿っていることから、各行政機

関の文書管理規則の内容は、おおむね共通のものとなっている。現用文書

の適切な保管は歴史資料として重要な公文書等が確実に国立公文書館に移

管されるための必要条件である。 

歴史資料として重要な公文書等として国の行政機関から内閣総理大臣に

移管すべきものは、保存期間が満了した行政文書のうちの一部とされてい

る（官房長等申合せ）。 

各行政機関は、行政文書ファイル及び行政文書の名称等を記載した行政

文書ファイル管理簿を整備することとされ（施行令第１６条第１項第１０

号）、行政機関の長からの内閣総理大臣への移管の申出や内閣総理大臣と行

政機関の長との協議も行政文書ファイル管理簿に記載された行政文書ファ

イル名等に基づいて行われる。 

行政文書ファイルとは、「能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適

切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有す

る行政文書（保存期間が１年以上のものであって、当該保存期間を同じく

することが適当であるものに限る。）の集合物」（施行令第１３条第２項第

１号）であるが、これは、物理的な単位であるいわゆる「簿冊」（一般に個々

の文書がひとまとめに綴じられているもの）と同義ではない。 

実務上この行政文書ファイル名等に抽象的なタイトルが多いことが、国

の行政機関にとっても内閣総理大臣にとっても評価・選別に当たっての障
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害の１つとなっている。 

また、複数の簿冊が１ファイルである場合や１つの簿冊の中に複数のフ

ァイルが存在する場合等種々の態様が混在していることも、評価・選別に

当たって真の文書の内容を把握することを困難にしている。 

国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に

関する情報の収集、整理及び提供を行うことや、歴史資料として重要な公

文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うことは国立公文

書館の業務であり（国立公文書館法第１１条第１項第２号、第３号）、国立

公文書館は、行政文書の保存について研修などを通じて一定の役割を果た

しているが、それらの業務は極めて限定的なものにとどまっている。 

立法機関・司法機関については、現在、その保管する文書についての所

在情報は国立公文書館において把握されていない。このような状況は、こ

れらの機関が保管する公文書等の散逸防止の観点からも適当ではない。 

 

イ 行政文書の廃棄 

行政文書の廃棄については、各行政機関の文書管理規則において、総括

文書管理者の承認を得るなどして所定の手続に従って行うなどとされてい

る。特に、保存期間が満了する前の廃棄については、特別の理由がある場

合に限り、行政機関の長の許可を得ることとされている。この規定は、「行

政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があ

るときに当該行政文書を廃棄することができる」という施行令第１６条第

１項第９号の規定に沿ったものであるが、施行令第１６条第１項第９号の

特別な理由による廃棄というのは極めて例外的な場合を念頭に置いており、

例えば個人情報のように、必要ないのに保有していると、それが漏洩して

プライバシー侵害などが起こるということもあるので、こうした場合には

例外的に廃棄することを認めたものと考えられる。 

 特別の理由による保存期間が満了する前の行政文書の廃棄については、

所定の手続を義務付けるなど文書管理者による行政機関における内部チェ

ックが行われる仕組みとなっている（ガイドライン第４）が、各府省の規

則については、特別な理由について限定をかけているものが見当たらない。 

行政文書が適切に作成され、行政文書ファイル管理簿に適切に掲載され

たとしても、保存期間内に廃棄されてしまえば、移管が実現しない。また、

所定の手続を経ない廃棄については、故意のものであれ、誤って行われた

ものであれ、各府省の文書管理規則違反になり、行政機関の職員は、法令

及び上司の職務命令に従う義務（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０

号）第９８条第１項）があるから、こうした行為は、同法に違反する行為

となる。 

  

（５）公文書等の移管手続 

 ア 移管、行政文書の保存期間の延長及び廃棄に係る権限の所在 
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① 現行制度では、内閣総理大臣は、国の機関との協議による定めに基づ

き、歴史資料として重要な公文書等について、国立公文書館において保

存する必要があると認めるときには、当該公文書等を保存する国の機関

との合意により、その移管を受けることができることとされている（国

立公文書館法第１５条第２項）。逆に言えば、公文書等の移管は内閣総理

大臣と国の機関との「合意」が前提になっているため、これらの機関の

間で移管について合意に達しない場合には移管を行いえず、内閣総理大

臣が国立公文書館において保存する必要があると判断した歴史資料とし

て重要な公文書等であっても、その移管が制度上担保されているわけで

はない。 

② 行政機関から内閣総理大臣に移管される行政文書は、保存期間が満了

したものに限られているが、保存期間が満了した行政文書について、職

務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期

間を延長することができる（施行令第１６条第１項第７号）。保存期間の

延長に当たっても、行政文書の破棄と同様に文書管理者（各課等の課長

等）のチェックが行われ、各行政機関の内部において安易な延長が行わ

れることを抑制する仕組みが設けられてはいるが、保存期間が延長され

る行政文書が多いことは、国立公文書館への公文書等の移管が進まない

大きな要因となっている（２（１）参照）。 

③ 保存期間が満了した行政文書については、国立公文書館等に移管する

こととなるものを除き、「廃棄」することとされている（施行令第１６条

第１項第８号）。廃棄に当たっては、原則として各府省において文書管理

者のチェックが働く仕組みが設けられている（ガイドライン第４）。 

④ しかしながら、内閣総理大臣と行政機関の長との協議（歴史資料とし

て重要かどうかの評価・選別）が速やかに行われないと、実務上は、協

議中又は協議前に当該行政文書が廃棄されてしまうのではないかとの懸

念もある。実際、現在の移管の協議は、当該年度に保存期間が満了する

公文書等について１年かけて移管の協議を行うため、年度中で保存期間

が満了したことによって廃棄が行われた例もある。 

 

 イ 移管基準 

 国立公文書館への移管に当たって行政機関の担当者が最も苦労する点と

しては、「どのような行政文書が移管対象となるか分からない」ということ

が挙げられている。また、移管を進めるためにはどのような改善措置が必

要かについては、「移管すべき歴史資料として重要な公文書等の定義を明確

にする」ということがあげられている。 

行政機関から国立公文書館に移管すべき公文書等は、保存期間が満了し

た行政文書のうち、国政上の重要な事項又はその他の所管行政上の重要な

事項のうち所管行政に係る重要な政策等国政上の重要な事項に準ずる重要

性があると認められるものに係る意思決定を行うための決裁文書等とされ
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ている（閣議決定）。 

行政文書を国立公文書館に移管することが適当であるかどうかは「行政

文書に記載されている情報の内容により（…）個別に判断する」こととさ

れているが、「基本的考え方」として示されているのは施行令別表２に定め

る最低保存期間に依拠した整理であり、「ここに掲げた類型に該当する行政

文書以外にも移管対象として適当なものがあり得る」との留保がつけられ

ているものの（文書課長等申合せ）、どのような文書が「移管対象として適

当」であるかどうかは明らかにされていない。 

 

ウ 移管手続に係る行政機関の負担 

 行政機関の保管に係る行政文書の内閣総理大臣への移管については、①

内閣総理大臣から各行政機関の長への移管の依頼、②各行政機関の長から

の移管の申出、③内閣総理大臣と各行政機関の長との協議、④移管計画の

決定、⑤移管の受入れ、というプロセスで進められることとなっているが

（文書課長等申合せ）、このようなスケジュールをすべての公文書について

１年間で完了すべきとすることは、内閣総理大臣及び各行政機関にとって

の負担が大きい。 

特に、各行政機関の担当者にとっても最大で３０年も前に作成された膨

大な公文書等について、その歴史的価値を踏まえながら、国立公文書館に

移管するか、延長するか、廃棄するかをその責任において判断していく作

業は、極めて負担の大きいものである。すでに述べたように、文書ファイ

ル名と物理的な単位である簿冊は一致せず、また、その内容を判別するた

めには、個々の文書にあたることを要するなど大きな困難が伴うからであ

る。こうした作業を途中段階での整理・集約もなされずに保存期間の最終

年に、初めて公文書等の保存を主たる行政目的にしているわけでもない各

担当部局で行っているとすれば、各担当部局に過重な負担を課すことにな

る。 

 

（６）公文書等の収集対象 

ア 「公文書等」の範囲 

 公文書館法において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する

公文書その他の記録（現用のものを除く。）をいう。ここで「公文書」と

は、公務員がその職務を遂行する過程で作成する記録を、「その他の記録」

とは、公文書以外のすべての記録をいい、また、これらすべての媒体につ

いては、文書、地図、図面類、フィルム（スライド、映画、写真、マイク

ロ等）、音声記録、磁気テープ、レーザーディスク等そのいかんを問わな

いものである。したがって、「その他の記録」には、古書、古文書その他

私文書も含まれ、あらゆる媒体を含む広い定義となっている。 

 

イ 行政機関の保管する公文書等 
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行政機関が保管する公文書等であっても、行政情報公開法の適用を受け

ない文書等は、実務上移管の対象とされていない。閣議決定においては、

歴史資料として重要な公文書等として行政機関から内閣総理大臣に移管さ

れるべきものは、保存期間が満了した行政文書のうち、国政上の重要な事

項又はその他の所管行政上の重要な事項のうち所管行政に係る重要な政策

等国政上の重要な事項に準ずる重要性があると認められるものに係る意思

決定を行うための決裁文書等とされている（閣議決定）。 

したがって、白書等多数の者に販売することを目的として発行される資

料等（行政情報公開法第２条第２項）は、移管されない。行政機関等が作

成・配布するポスター、パンフレット等の広報資料についても、国民に対

し行政施策の周知や協力の呼びかけを行うため、各府省が衆知を絞って作

成した分かりやすい文章であり、歴史資料としての価値も極めて高いにも

かかわらず、実務上移管対象とはされていない。 

行政機関の職員が業務遂行の参考・便宜のために作成・保有している個

人文書等は行政情報公開法の適用を受けず、現行システムにおいては国立

公文書館への移管対象とはされていない（行政情報公開法第２条第２項）。

このような文書についてまで移管を義務付けることは現実的でないものの、

行政機関において重要な意思決定を行う際には必ず行政文書を作成すると

いう運用を徹底する必要がある。 

一方、米国では大統領の執筆した日記、記者会見、海外出張のビデオ、

各種のスクラップなどを「大統領記録」の概念の下で保存する大統領図書

館制度を整備している。韓国にも同様の制度がある。こうした記録の中に

は、私文書も含まれているが、こうした記録については、歴史的に重要な

ものを多く含んでいる。こうしたものは、我が国では内閣官房を通じて移

管されることもありうるが、より積極的な位置付けを検討していくことも

考えられる。 

 

ウ 立法機関・司法機関が保管する公文書等の移管 

議員立法の過程を記録した文書や、判決原本、司法制度改革に関するも

のを含め、司法行政制度に関する文書など立法機関・司法機関が保管する

公文書等は、移管が進められていない。 

立法機関・司法機関は「国の機関」であり、これらの事務局が保管する

公文書等を国立公文書館に移管することについての法律上の枠組みはすで

に整備されているが、移管を行うために国の機関と内閣総理大臣との間で

協議して策定すべき「定め」が存在しないため、直ちに移管を受けること

はできない。そもそも平成１１年（１９９９年）の国立公文書館法の改正

は、民事判決原本を国立公文書館に移管することを可能にするために行わ

れたものである。また、立法機関・司法機関には、現用段階で開示請求の

対象として国民がアクセスすることができない。少なくとも非現用段階に

至った文書について国立公文書館において保存し一般の利用に供すること
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は、意義が大きいものと考えられる。 

 

エ 国以外の機関からの移管 

国立公文書館は、博物館のように必要な資料を主体的に広く収集（博物

館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条）することができないばかりで

なく、独立行政法人、特殊法人及び認可法人が作成、保管している文書の

移管を受けることはできない。また、本年４月からは、国立大学が国立大

学法人に移行したことに伴い、国立大学法人が保管する文書についても国

立公文書館は法人から直接移管を受けることができない。 

これは、国立公文書館は、国の機関から内閣総理大臣が移管を受けた歴

史資料として重要な公文書等を内閣総理大臣から移管を受け、それを保存

し及び一般の利用に供することとされている（国立公文書館法第１１条第

１項第１号、第１５条）ためである。 

行政機関が何らかの文書を取得することは、行政情報公開法の予想する

ところである（行政情報公開法第２条第２項）が、内閣総理大臣が独立行

政法人等の国以外の機関や個人が保管する歴史資料として重要な記録類を

受贈や購入によって収集することも、実務上行われていない。 

行政においても今後一層のアウトソーシング化が進んでいくものと予想

されるが、これまで国の機関だったものが独立行政法人等になるに従い、

それらの機関が保管している文書が国立公文書館に移管できないことにな

る。 

 

オ 公文書等の媒体の多様化 

情報技術の発展と急速に進む電子政府化を背景に、国の機関においても

さまざまな媒体による記録が作成されているが、現時点では、国立公文書

館に所蔵されている紙以外の媒体の資料はごくわずかである。現在収集対

象となっていない資料の中にも、公文書等と密接な関係があり、歴史的な

価値が高いオーラル・ヒストリー（口述記録）関係資料、映像資料、音声

資料、写真等が数多く存在する。 

米国、中国、韓国等の諸外国の国立公文書館では、公文書館法や国立公

文書館法にあたる法律の条文において、記録媒体の種類を例示し紙以外の

資料も収集していくことを定めており、実際に数多くの写真、フィルム、

映画、録音資料等多様な媒体の資料を所蔵し、それらの保存に必要な処置

や復元作業を行っている。カナダの国立公文書館では、最新の設備を備え

た資料修復専門の施設を持ち、記録媒体そのものの保存処置だけでなく、

オープンリールのテープレコーダーのような記録再生のためのハードウェ

アの保存も行っている。 

我が国の国立公文書館法における「公文書等」の定義には具体的な媒体

の例示はないものの、あらゆる媒体によるものを含むものと解釈されてお

り、我が国においても今後移管対象となる公文書等の媒体がますます多様
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化していくことは明らかである。 

 

（７）公文書等の利用 

ア 閲覧及び一般利用の現状 

歴史資料として重要な公文書等を保存し一般の利用に供するため、国立

公文書館では資料を受入れ、必要な保存修復措置を行い、簿冊・件名目録

を作成して目録情報を整備した上で一般利用者に公開している。受入れか

ら 1 年以内に一般の利用に供されている。利用者の利便性の向上と原本保

護のため、利用頻度の高い歴史公文書等についてはマイクロフィルムを作

成し、閲覧室で提供している。年間の閲覧者数は約５０００人、閲覧冊数

は約７００００冊、マイクロフィルムの利用は約６７００巻に上る。 

目録情報の提供については、利用者が自宅等で館所蔵の歴史公文書等の

所在を検索できるよう、目録データベースをインターネット上に公開して

いる。現在データベースには古書・古文書を含め約９６万冊の所蔵資料の

目録情報が登載されており、年間約５７０００件のアクセスがある。また、

平成１５年度からは、国絵図、城絵図など貴重な大判資料を高精細デジタ

ル画像化し、ホームページで試験的に提供している。 

国立公文書館の所蔵する歴史公文書等は、図書・雑誌等複数部発行され

る印刷資料とは異なり、基本的に世の中に 1 部しか存在しないものである。

国立公文書館は、国民に対し広く所蔵公文書等を利用に供する責務を有す

る一方で、将来の世代が利用できるよう保存していく責務をも有しており、

常に利用と保存のバランスを考慮する必要がある。マイクロフィルム作成、

高精細デジタル画像化等は、原資料を保護しつつ利用の利便性を保つため

に行ってきた措置である。 

近年では保存と利用との調和を可能にする有効な方策としてデジタルア

ーカイブ化が推進されている。国立公文書館でも一部の所蔵資料について

は平成１３年（２００１年）に発足した国立公文書館アジア歴史資料セン

ターにおいてデジタルアーカイブ化を実現しているが、今後インターネッ

ト上での公文書等の閲覧提供を更に充実させるため、平成１５年度から新

たなデジタルアーカイブ・システムの構築に向けた準備に着手している。 

 

イ アジア歴史資料センター 

国立公文書館に設置された「アジア歴史資料センター」は、インターネ

ットを通じ、国の機関が所蔵している「アジア歴史資料」をデータベース

化し、多量の資料を画像データとして広く国内外に提供する画期的なデジ

タルアーカイブとして高い評価を得ている。平成６年（１９９４年）、当時

の村山富市総理が翌年の戦後５０周年を記念して発表した「平和友好交流

計画」に関する談話を受けて有識者による設立が検討され、平成１１年（１

９９９年）１１月３０日「アジア歴史資料整備事業」の一環として国の諸

機関が保存公開している「アジア歴史資料」をインターネットで提供する
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ことが閣議決定された。２年の準備期間を経て、国立公文書館の組織とし

て平成１３年（２００１年）１１月３０日に開設された。 

設立後２年半を迎え、センターの活動は、関係者の期待に応え、活発に

なってきたが、更なる拡大に対する期待も大きい。国立公文書館全体の運

営の中で、この組織の活動を的確に位置付けながら運営していく必要があ

り、そのための体制整備が必要である。 

 センターのデータベースは、最先端の技術を活用し、インターネットを

通じて、「いつでも」「どこでも」「だれもが」「無料」で資料の閲覧・印刷・

画像データのダウンロードができる。これは、公文書館所蔵のすべての公

文書等の利用のあり方について先進的な試みを示したものともいえる。 

 現在、国立公文書館、外務省外交史料館、防衛庁防衛研究所図書館が所

蔵する明治初期から太平洋戦争終結までのアジア関係資料を対象とし、所

蔵機関や組織の枠を超えた横断的な検索、日英二カ国語による検索、キー

ワード検索、階層検索等４種類の検索が可能である。ホームページでは英

語・中国語・ハングルによる利用案内も掲載している。平成１６年（２０

０４年）５月現在、約６５０万画像、約４０万件の目録データベースを提

供し、随時資料を追加している。 
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３ 必要な取組 

 

以上のような基本的な考え方及び文書の管理・保存・利用に係る現行システ

ムの評価を踏まえ、歴史資料として重要な公文書等の適切な管理、保存及び利

用のために必要な取組を取りまとめると、次のとおりである。 

まず、すべての公文書等について、作成段階から移管・廃棄及び歴史資料と

しての保存・利用に至るまで、文書のライフサイクル全体を視野に入れた適切

な管理が行われることが必要である。 

こうした理念に基づいて、諸外国では、現用文書を含め、こうした公文書等

のライフサイクル全般を規制する一般的な法律（いわゆる文書管理法）を制定

しているところが多い。我が国においても、こうした法律を制定すべきではな

いかとの意見も多かったが、我が国の現状では、新法の制定以前になすべきこ

とが数多く残されている。また、新法を検討するに際しては、我が国の現状に

照らし、どのような内容のものが必要かについて、十分に検討すべきものであ

る。さらに、情報技術及び電子政府化の急速な進展や今後それに伴い見込まれ

る電子化された文書を原本とする公文書等の増加の影響も見極める必要がある。 

このため、本報告書においては、改善を要すると考えられる個々の問題点に

ついて、できる限り具体的な解決の方向を提示するよう努めることとし、現行

法令の弾力的解釈や運用の徹底・改善で措置できると思われる事項については

そのような対応によりできるだけ迅速な解決を図り、また、閣議決定や国立公

文書館法等既存の法律の改正が必要なものは、その旨、個別に提言を行った。 

公文書館制度の拡充・強化には、息の長い継続的な取組が必要であり、以下

に述べる個別の提言をできる限り速やかに実現して、その効果を点検するとと

もに、情報技術及び電子政府化の急速な進展に対応した公文書等の作成、管理、

移管、保存及び利用の在り方全般について、現用、非現用概念の見直しを含め、

本格的な検討を行う必要がある。そうした成果を踏まえ、公文書等を幅広く対

象とする新法について検討を行うべきである。 

 

（１）保存すべき文書の作成 

 各行政機関が作成している文書管理規則は、施行令第１６条第１項第２号

及びガイドラインによって統一が図られていることもあり、ほとんど違わな

い内容で規定されている。このうち、意思決定に当たっては文書を作成して

行うことを定めた規定（文書作成義務）は、文書作成を担保するために重要

な規定であるから、文書作成義務が実際に十分に履行されるよう行政機関内

部で改めて周知・徹底を図るとともに、行政機関に勤務する職員の基本的義

務として初任者研修など機会をとらえて定着を図ることが必要である。また、

行政機関の文書管理規則がガイドラインの精神に従って適切に運用されてい

るかどうか、各府省横断的に定期的に点検する仕組みを設けることも考えら

れる。 
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（２）現用文書の管理・所在情報の把握等 

行政文書ファイル管理簿の整備については、ガイドラインにより具体的な

指針が定められているところであるが、行政文書ファイル名等からその内容

を十分に推し量ることができるよう可能な限りその具体化・明確化を図ると

ともに、その表記の方法も各行政機関において統一的な運用がなされる必要

がある。 

また、行政文書ファイルのいわゆる簿冊との関係については、ファイルと

簿冊の関係について明確な基準を整備し、複数の簿冊が１ファイルである場

合と１つの簿冊の中に複数のファイルが存在する場合が混在することのない

よう適切な基準を整備すべきである。 

 

（３）公文書等の散逸防止 

ア 行政文書の保存期間の延長・廃棄が適切に行われるための措置 

① 行政文書の保存期間の延長及び行政文書の廃棄が安易に行われること

のないよう、各行政機関が定める文書管理規則がガイドラインの精神に

従って適切に運用されるよう改めて周知・徹底を図ることが望ましい。 

② 当初の保存期間が満了した後においてなお、移管手続が採られること

なく、保存延長が行われている行政文書の実態を把握するため、作成か

ら３０年以上を経過しても現用文書として保存期間が延長されている文

書について、その所在情報及び現用保存の必要性の調査を行うべきであ

る。 

③ 保存期間が延長される行政文書が多いことは、国立公文書館への公文

書等の移管が進まない大きな要因となっていることから、行政機関の移

管に関する不安に対応して、さらに移管後の行政利用の制度や合理的な

開示基準の整備など公文書等の移管を促進するための環境整備を図るこ

とも重要である（３（４）参照）。 

④ 行政機関の長の承認を得て行われる保存期間満了前の行政文書の廃棄

については、安易に行われることがないよう万全を期するため、各行政

機関において運用基準を整備、あるいはそのためのガイドラインの充

実・強化を行うべきである。 

その上でさらに必要があれば、文書管理規則がガイドラインの精神に

従って適切に運用されているかどうか、各府省横断的に定期的に点検す

る仕組みを設けることも考えられる。 

文書管理規則の運用の徹底を始めとする各行政機関内部におけるチェ

ック機能の充実・強化によって十分な成果をあげられない場合には、そ

の運用状況を踏まえつつ、一定の重要な行政文書の廃棄については、内

閣総理大臣が関与する仕組み（内閣総理大臣への協議の義務付け、ない

しは第三者機関の承認を必要とするなど）の導入を検討する必要があろ

う。 

⑤ 保存期間が満了した行政文書については、内閣総理大臣と行政機関の
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長の間で行われる移管のための協議中に歴史資料として重要な公文書等

が誤って廃棄されることのないよう協議中には保存期間が満了しても廃

棄が直ちに行われないよう必要な措置をとるとともに、行政機関内では、

文書の廃棄に係る手続の遵守を徹底するなど必要な措置を講じるべきで

ある。 

 

 イ 移管基準の明確化、移管手続の見直し 

① 国立公文書館に移管すべき文書について、公文書等を再度類型化し、

できる限り客観的かつ明確な基準を早急に整備する必要がある。例えば、

保存期間３０年以上の文書、閣議請議文書、部局長以上の決裁の対象と

されている文書は、すべて移管することとして廃棄を認めないことにす

ることが考えられる。行政機関が業務上必要な場合には、保存期間を延

長できる制度が存在する以上、非現用となった文書につき、廃棄の自由

を無限定に認める必要性は乏しいと考えられ、国立公文書館法第１５条

第２項の改正も視野に入れながら検討する必要がある。 

② 公文書等のうち毎年または隔年等に定期的に作成される文書について

は、内閣府と各府省の間で移管すべき文書を包括的に合意しておくこと

も、有益である。 

③ 特定の歴史的に重要な政策事項に関する公文書等を各府省横断的に移

管するため、特定重要政策事項を予め指定する制度を導入することも有

意義である。 

具体的には、各年度において、例えば過去３年前までに発生した重要

な政策事項のうち特に歴史的見地から重要と思われる特定の事項を指定

し、当該事項に関連して作成された文書については、各府省横断的に、

保存期間満了を待たず、可能な限り早く協議を開始し、移管すべき文書

を確定しておくこととする。 

これにより、行政機関においては、保存期間の最終年度に膨大な公文

書等をゼロから選別する作業が軽減されるとともに、こうした制度が整

備され、指定された事項が公表されれば、国立公文書館において、どの

ような事項に関わる公文書等が保存されているか、あるいは保存される

予定なのかについて国民が知ることができる。また、どのような事項が

歴史的に重要な公文書等になりうるのかについての共通の理解を醸成す

ることによって直接指定されなかった事項についても公文書等の体系的

保存や移管が進むことも期待される。 

特定の事項の指定については、政治、行政、法律、経済、文化、社会

など幅広い分野の専門家の知見を活用すべきである。 

④ 現在、各府省が作成している広報資料（広報誌、ＰＲ用パンフレット、

ポスター、ビデオ等）、文書閲覧窓口制度に基づき、各府省が閲覧目録

に掲載する文書等について、目録掲載時に国立公文書館に必ず送付する

こととすべきである。こうした資料は、作成時には広く入手可能である
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が、体系的に保存されているものではなく、また、時間を経ることによ

って歴史的に重要な価値を持つものであるからである。 

 

（４）国立公文書館への公文書等の移管を促進するための環境整備 

① 行政機関において文書管理を担当する職員を対象としたアンケート結果

を見ると、移管後の公文書等の利用についての不安も、円滑な移管に対す

る障害の１つになっているものと考えられる。   

国立公文書館に保存されている公文書等は、国民の共有財産であるが、

当該公文書等を作成した機関を含め、国の機関において、その事務の遂行

に当たり、活用されることも公文書保存の意義の１つである。 

国立公文書館においては、すでに行政利用の制度が設けられているとこ

ろであるが、移管を促進するという観点のみならず、行政の利用が恒常的

に行われるという前提で行政機関のニーズに即応できるサービス体制の充

実を図る必要がある。また、原本を公文書館に移管する前提で、当面使用

される可能性の高い公文書等については、国立公文書館が複写サービスを

行うことも考えられる。さらには、保存文書のデジタル化を進め、どこに

いてもアクセス可能にすることは、公文書館の利用を時空を超えて拡大す

るものであって重要な課題であるが、行政利用の便にも資するものである。 

② アンケートによれば、各府省には、国立公文書館における情報開示の取

扱いについて懸念があることも円滑な移管を阻害している。 

この背景には、行政情報公開法と国立公文書館法に基づいて定められて

いる独立行政法人国立公文書館利用規則の不開示情報の範囲が異なり、後

者において不開示の範囲が狭いという規程上の差異がある。 

そもそも公文書等を公文書館に移管するのは，究極的には国民に公開す

ることに目的があり、行政情報公開法のもとで、行政文書は原則公開とな

っていることにかんがみれば、公文書館において情報開示の範囲はできる

限り広いことが望ましい。一方で、開示情報の取り扱いを懸念して歴史的

に重要な文書が廃棄されてしまうぐらいなら、移管と保存を優先し、公開

については、一定の制限を受けてもやむをえないのではないかという考え

方もある。 

この点について、現用時代に開示情報とされていたものについては、非

現用となっても公開情報として扱われるべきものである。一方、現用時代

に不開示情報とされていたものについては、非現用になっても、すなわち

公文書館に移管された後でも、不開示事由が消滅しない限り、閲覧制限が

課されるべきものである。非現用となることが当然に不開示事由を消滅さ

せるものではないと考えられる。ただし、時間の経過により、不開示事由

は次第に消滅していくことも多いので、その点を考慮して合理的な基準を

整備すべきである。 

なお、米国では、国立公文書館法の定めるところにより、記録作成後、

３０年未満の記録については、移管省庁の長が非公開と定めたものについ
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ては、国立公文書館に移管後も非公開とし、記録作成後３０年たった時点

で原則公開としている。３０年という期間を限り、保存期間に関わらず、

移管後も文書作成機関の意向を尊重したものといえる。ただし、情報自由

法による開示請求権は、国立公文書館の所蔵資料にも及んでいる。 

③ さらに、移管事務を円滑に進めるためには、国立公文書館はもとより国

の機関においても、研修等による担当職員の専門性の向上、国の機関にお

ける行政経験を有するOB等の活用など、人的面でも所用の取組を進める必

要がある。（３（７）参照）。 

 

（５）いわゆる「中間書庫」システムについて 

① 行政文書が必要に応じて作成され、その現用段階から適切に保管される

ことは、行政機関の保管する歴史資料として重要な公文書等が国立公文書

館に移管される前提である。作成から移管に至るまでの間の公文書等の散

逸防止に万全を期するためには、類型的に歴史資料として重要である可能

性が高いと考えられる一定の公文書等については、散逸に係るリスクをあ

らかじめ回避するための仕組みを設けることが必要である。 

② このための措置として、諸外国の多くや神奈川県など先進的な地方自治

体においては、行政文書の保存期間が満了する前から、各行政機関の文書

作成部局が個別に保管している行政文書を省庁横断的に公文書館が集中管

理するシステムがとられている。 

例えば、米国やカナダでは、全行政機関の「半現用文書」（日常の業務に

は直接利用されることはないが業務参考や証拠等として利用される可能性

がある状態になった文書）を業務の現場から移動させ保管する施設（レコ

ードセンター）を国立公文書館が整備運用している。米国では全国に１５

個所あり、その保存維持を専門職員に任せることで、行政機関のスペース

の有効利用と現場業務の軽減化、長期間保存すべき文書の適切な保管、さ

らに文書が必要となった場合の迅速な対応が可能な体制を整備し、行政の

効率化やコスト削減を行っている。保存期間を満了した文書の廃棄や公文

書館への移管手続についてもレコードセンターの職員が文書を作成した組

織と協議の上行っている。また、情報公開についても文書を作成した機関

の指示に従って行っている。文書作成課から要請があった文書は２４時間

以内に配送される。 

③ このようなシステムを仮に「『中間書庫』システム（仮称）」と称するな

らば、「中間書庫」システムの構築により、歴史資料として重要なものとし

て国立公文書館に移管する必要があると認められることとなる可能性の高

い公文書等について、あらかじめ省庁横断的な集中管理下に置くことによ

り、国立公文書館に移管する前の段階から散逸防止の徹底を図るとともに、

国立公文書館への移管までの間、良好な環境下で保管しつつ評価・選別を

行いうることになる。また、各行政機関にとっても、行政文書を分担保管

する場合に比べて、必要なスペースや労力などの行政コストの削減が期待
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でき、行政効率化に資する。こうした観点から、我が国においても現用文

書の省庁横断的な集中管理を行う「中間書庫」システムを早急に構築する

ことが求められる。 

④ どのような公文書等を「中間書庫」システムの対象とするかについては、

国立公文書館への移管基準の見直しと併せて検討する必要があるが、保存

期間３０年以上の文書、閣議請議文書、部局長以上の決裁文書、特定政策

事項関連文書として指定されたものなど早い段階で移管すべきものとされ

たものが考えられる。一般的に言えば、行政機関（行政機関以外の「国の

機関」を含むことも考えうる。）が保管するすべての行政文書を対象とする

ことは費用対効果の観点からは合目的的ではなく、歴史資料として重要で

ある可能性の高い一定の類型の文書に限定してよいと考えられる。 

また、例えば内閣官房に臨時に置かれる事務局や室等が作成・保管する

行政文書などは、重要な政策決定過程等が記録され歴史資料として重要で

ある可能性が高いと考えられる反面、当該事務局等が廃止された後には現

用文書として頻繁に利用される可能性は低いと考えられる。一方、散逸の

危険は通常の文書以上に高いからこのような公文書等は「中間書庫」シス

テムでの管理に特になじんだ類型であるといえよう。 

⑤ 公文書等を「中間書庫」システムの管理下に置く時期については、公文

書等の作成後一定期間（例えば、日常の業務には直接利用されることはほ

とんどなくなることの多い３年程度）を経過した後を原則とするが、現用

文書として国の機関において活用する頻度が文書により異なりうることに

かんがみ、ある程度の幅を持たせることが現実的である。 

⑥ 「中間書庫」システムの活用を個々の国の機関の任意とするか義務的な

ものにするかについては、公文書等の散逸防止等「中間書庫」を設置する

目的に照らせば原則として義務付けることも考えられるが、国の機関にお

ける事務の適正かつ効率的な遂行等の要請にもかんがみ、制度発足当初は

一定の原則の下である程度の柔軟性を持ったものとすることが現実的であ

る。 

⑦ 「中間書庫」システムの管理主体としては、諸外国では国立公文書館が

担っており、「中間書庫」における保管と評価・選別という機能に則して考

えれば、このような業務に最も習熟し、知識と技能を有する国立公文書館

が行うことが考えられるが、現在の公文書館制度、とりわけ、国立公文書

館法等を前提とすれば、内閣総理大臣とすることが現実的である。 

「中間書庫」システムは、「歴史資料として重要である可能性の高い一定

の公文書等について保存期間満了前から省庁横断的に集中管理し、その散

逸を防ぎつつ良好な環境の下で保管し評価・選別するためのシステム」で

あり、国立公文書館法第１５条第１項に規定する「国の機関の保管に係る

歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置」に当た

りうるものと解されるからである（閣議決定の改正又はこれに準じた「定

め」が必要である）。 
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 他方、国立公文書館を管理主体とするためには、法律改正が必要ではな

いかと考えられる。保存期間の満了と現用・非現用の区別を一致させてい

る現在の考え方の下では、中間書庫システムは、国立公文書館法において

国立公文書館の業務の対象である「公文書等」から除かれている「現用」

文書を保管するものであるからである。（国立公文書館に行政機関から移管

される行政文書は保存期間が満了したものに限定され（施行令第１６条第

１項第８号）、他方、国立公文書館が内閣総理大臣から移管される公文書等

は現用のものが除かれている（国立公文書館法第２条、第１５条第２項及

び第４項））。 

なお、情報技術及び電子政府化の急激な進展を踏まえ、電子媒体による

文書が主流となった場合には、行政情報公開法上の「保存期間」と国立公

文書館への公文書等の移管のメルクマールとなる「現用・非現用」を一致

させるべき論理的必然性があるわけではないので、デジタルアーカイブ化

の推進や電子媒体の取扱い等に係る検討の進行状況も踏まえつつ現用・非

現用の区別は、検討を加える必要がある。あわせて、電子媒体による文書

の中間書庫等における長期保存システムの構築に向けて検討を開始すべき

である。 

いずれにせよ、内閣府に「中間書庫」システムを設置する場合には、国

立公文書館が持つ知識と技能を的確に活用する方策を検討すべきである。

また、「中間書庫」システムの管理下に置かれる公文書等は、「現用のもの」

ということになるので、「中間書庫」システムの構築に当たっては、業務上

の必要に応じて各行政機関が「中間書庫」システム管理下にある行政文書

を適時適切に参照できるような仕組み、情報公開請求にあたっての適切な

対応体制等を整える必要がある。 

 

（６）公文書等の収集対象の拡大 

 ア 行政機関が保管する文書（写真等、広報資料、白書等） 

 白書等不特定多数の者に販売することを目的として発行される資料及び

ポスター、パンフレット等の広報資料については、いずれも国の制度や政

策の分かりやすい解説としての価値にとどまらず、時系列的に長期間まと

めて保存することにより、制度・政策の変遷を読み取ることもできるとい

う重要な意義を有する文書である。このため、行政機関が作成・配布する

ポスター、パンフレット等についても、作成時又は配布時に国立公文書館

にも必要部数を移管することとする必要がある。 

 そのための方策としては、白書等を国立公文書館への移管対象とするた

めに、官房長等申合せの改正を速やかに行う必要がある。ポスター、パン

フレット等の広報資料については、運用の改善（各行政機関への通知等）

により移管を開始することも可能であるが、その根拠を明確にするため、

官房長等申合せにおいて規定する移管対象に追加することとすることが望

ましい。 
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イ 立法機関・司法機関が管理する公文書等 

立法機関・司法機関は「国の機関」であり、これらの事務局が保管する

文書を国立公文書館に移管することについて法律上の問題はないことから、

立法府・司法府の理解と協力の下に、必要な「定め」（国立公文書館法第１

５条第１項）を行うべく、内閣府とこれらの機関との間の協議を速やかに

開始する必要がある。この点については、内閣総理大臣のイニシアティブ

による三権の長レベルでの合意が行えれば、協議を行う上で効果的であろ

う。 

仮にこれらの機関との間で移管に必要な「定め」が直ちに行われえない

場合であっても、国立公文書館においてこれらの機関が保管する公文書等

の所在情報を把握するとともに、必要に応じてその適切な保管や散逸防止

のための専門的技術的な助言を行うことが望ましい（国立公文書館法第１

１条第１項第２号、第３号）。 

なお、立法機関及び司法機関においても現用段階からしっかりした文書

管理のための仕組みが整備されるよう希望する。 

 

ウ 独立行政法人等「国以外の機関」が保管する公文書等の移管 

現行制度では、内閣総理大臣から国立公文書館に移管される公文書等は、

国の機関から内閣総理大臣に移管されたものに限定されている（国立公文

書館法第１５条第２項）。国立公文書館法を改正し、独立行政法人等「国以

外の機関」からも内閣総理大臣への文書の移管を可能とするか、国立公文

書館がこれらの機関から直接移管を受けられるようにする必要がある（国

立公文書館法第１５条第１項、第２項）。 

 

 エ 歴史資料として重要な記録類の国立公文書館による積極的な収集 

現行制度では、内閣総理大臣から国立公文書館に移管される公文書等は、

国の機関から内閣総理大臣に移管されたものに限定されている（国立公文

書館法第１５条第２項）。しかし、古文書を始めとする国民共通の財産とい

えるような歴史資料として重要な記録類は、常にこのような移管により収

集しうるとは限らないため、国の機関以外の者が保管している公文書等に

ついて国立公文書館が受贈、収集等により直接取得することのできる仕組

みも整備しておく必要がある。このための法律改正も、独立行政法人等「国

以外の機関」からの移管を可能とするための措置と併せて行うことが望ま

しい（国立公文書館法第４条、第１１条第１項）。 

 

 オ 公文書等の媒体の多様化への対応 

現在収集対象となっていない資料の中にも、公文書等と密接な関係があ

り、歴史的な価値が高いオーラル・ヒストリー（口述記録）関係資料、映

像資料、音声資料、写真等が数多く存在する。これらの国立公文書館によ
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る収集を可能にする仕組みを整備することが必要である。そのためには、

閣議決定を改正し、移管すべき公文書等の中に新たなカテゴリーを設ける

必要がある。 

なお、その際には、文字媒体以外のこれらの記録類に係る移管基準（す

なわち、どのように「歴史資料としての重要性」を判断するか）の明確化

についても併せて検討する必要がある。 

将来国立公文書館に移管される対象と考えられるものについては、保存

期間満了前の早期移管、現用段階からの適切な管理の在り方等を検討する

必要がある。光ディスク、磁気ディスク、写真、音声・画像資料など、現

代の情報記録媒体は、それぞれ保存上の問題を抱えており、保存すべき環

境も再生機器も異なっている。例えば、行政文書の中に貼られていたカラ

ー写真は、３０年後には色あせたり、表面が劣化してはがれたりしている

かもしれない。ある省で作成されたDVDが３０年後に国立公文書館に移管さ

れた場合、たとえ見た目には何の損傷もなく保管されていたとしても、そ

のディスクの持つ情報が１００％保たれているかどうかは再生してみなけ

れば確認できない。しかし、そのDVDを再生できる機器がその時点で存在し

ている保証はない。 

多様な媒体の公文書等の適切な保存を行い利用に供していくためには、

再生機器の保存、情報保存のための媒体変換等の措置も必要である。 

このような措置を継続的に行うため、保存環境・設備の拡充、媒体ごと

に異なる保存修復の技術と知識を備えた専門人材の配置等、媒体の多様化

に対応した十分な体制・施設整備が必要である。 

 

カ 他のアーカイブズとの連携 

国の機関が作成した公文書等は、外交史料館、宮内庁書陵部を除き、国

立公文書館で集中保存するのが、現行制度の考え方であり、新たに非現用

となった公文書を保存する施設を設置することは望ましくないが、他の機

関がすでに保存している公文書等については、その所在情報を明確に把握

し、これを国民に対して提供していくことが期待されている。このため、

国立公文書館と関連アーカイブズで、協議会等を作るとともに、これら関

連アーカイブズの所蔵情報を国民に提供するための必要な措置を講ずるこ

とが望ましい。 

我が国におけるアーカイブズは国の機関や独立行政法人等に限定されな

い。本年法人化した大学におけるアーカイブズのほか、歴史資料として重

要な公文書等を所蔵する機関は数多く存在する。このような機関が保存す

る公文書等に対する所蔵情報を国民に提供するクリアリングハウス（情報

交換の場）機能を提供できるよう検討すべきである。また、国立公文書館

が核となってこれら機関との情報交換体制の構築にむけて検討をすること

が望ましい。 
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（７）制度を支える人材育成等 

公文書等を適切に保存して後世に伝えていくためには、制度を支える人材

の育成・確保が重要である。国立公文書館の専門職員は、保存すべき文書の

調査、評価、収集、整理、保存に加え、照会に対するレファレンス、非公開

情報の審査等という重要な職務を担っており、その専門職としての地位を確

立するとともに専門性を高める必要がある。 

また、各行政機関の文書管理担当者は、国立公文書館に移管する前の現用

文書を適切に管理する責任があり、文書管理の知識と素養が必要である。地

方公文書館の職員も、公文書等を適切に収集して管理するために、文書管理

に関する高い専門性が必要であるが、現在、地方公文書館には、専門職員が

十分に配置されていないのが実状である。 

専門職員の役割は、文書の評価・選別、整理、保存というような従来から

のアーキビスト像に限定されることなく、新たな時代の多様な役割を担える

ような資質の更なる向上を目指し、研修体制の充実強化を図るべきである。 

 

ア 職員の育成及び専門家への社会的認知を高めるための方策 

公文書館は、移管されるべき歴史資料として重要な公文書等を評価選別

し、公文書等を劣化しない状態で適切に保存するとともに、所蔵する公文

書等に関する情報を分かりやすく提供することが必要であり、それらの業

務に関する専門的な知識を有する人材（専門職員）によって支えられてい

る。 

特に、公文書館に移管されるべき歴史資料として重要な公文書等の評

価・選別は、その時代の歴史を規定することにもつながり、その業務に携

わる専門職員の資質として、高度な専門知識・技術に加え高い見識と幅広

い視野が求められる。 

さらに、公文書館の専門職員には、研究者から一般国民への利用者の拡

大、公文書等の検索環境整備への要求等に対応する必要があり、さらには、

今後は公文書等の電子化にも対応するなど、新たな役割と能力が求められ

ている。国立公文書館が実施する公文書館の専門職員を対象とする研修に

ついては、新しい動きにも対応するように、カリキュラム・教材を充実さ

せていく必要がある。 

ところで、諸外国においては、公文書館の専門職員は、「アーキビスト」

という資格を持つ者として一般に認知されており、こうした「アーキビス

ト」は、国際的にみても高度な学問性と実務能力、幅広い見識を持ち合わ

せていることが必要である。 

我が国においても、公文書館には「歴史資料として重要な公文書等につ

いての調査研究を行う専門職員」を置くものとされている（公文書館法第

４条第２項）が、当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第４

条第２項の専門職員を置かないことができることとされている（公文書館

法附則第２項）こともあり、特に地方公文書館においては、高い専門性を
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有する専門職員が十分に配置されているとは言いがたい。また、そもそも、

公文書館法が想定する専門職員に必要な資質は具体的には明確にされてお

らず、「アーキビスト」のような資格も存在しない。 

我が国においても、公文書館の専門職員として、高度な専門知識・技術

と実務能力、幅広い見識を持ち合わせている国際的にも遜色のない人材を

育成するとともに、その専門性を客観的に認定する必要がある。また、特

に、公文書等の移管について内閣府が各府省と協議するための公文書等の

評価を行うのは、実質的には国立公文書館の専門職員であることから、そ

の専門職としての地位を確立するとともに専門性を高める必要があり、そ

のためには、記録や資料を管理、評価する専門家への社会的認知を高める

必要がある。 

これらの目的を達成するためには、我が国においても、記録や資料を管

理、評価するために必要な十分な能力を有することを証明する資格（仮称：

「アーキビスト」）を早急に整備することが必要である。 

「アーキビスト」は、主に国立公文書館及び全国の公文書館の職員とし

て活躍することとなる。公文書館の職員の育成については、現在、国立公

文書館が実施する研修が中核的な役割を果たしている。「アーキビスト」の

育成については、国立公文書館が実施する研修によって行うほか、大学院

等における教育によって行うことも考えられる。 

実際に「アーキビスト」にかかる資格制度を整備するためには、①資格

の要件、②認定主体、③必要なカリキュラムの内容、などについて検討す

る必要がある。国立公文書館法により、歴史資料として重要な公文書等の

保存及び利用に関する調査研究を行い、研修を行うことは、国立公文書館

の業務として規定されていることから、国立公文書館に検討の場を設ける

などして、早急に実現すべく具体的な検討を進めるべきである。 

資格制度が整備されて、記録や資料を管理、評価するために必要な十分

な能力を有する人材が確保されてくると、公文書館法附則第２項の専門職

員の特例を削除するための条件が整ってくるものと考えられる。 

 

イ 専門的知見を有する人材の登用 

公文書館の専門職員には、記録や資料を管理する技術、専門的知識に加

えて、歴史的素養や行政的素養を併せ持つ専門的知識と経験が必要である。

これがアーキビストに期待される資質であるが、組織としての公文書館に

は、それぞれについて高度の専門性が要求されることから、多様な専門性

を有する人材から構成されていることが望ましい。 

このため、研修による人材の育成に加えて、さまざまな専門的知見を有

する民間人（学者や民間の記録管理の専門家）を積極的に公文書館に登用

すべきである。資格制度が整備されれば、国といくつかの公文書館や大学

等を横に動くようなキャリアパスも可能となる。 

また、海外の先進的な事例を取り入れるために、海外との交流も積極的
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に行うべきである。 

行政的素養としても、行政分野は多様であるから、具体的な公文書等の

歴史的価値を判断するためには、専門職員が個々の行政分野に通暁してい

なければ適切な評価ができないことになる。このため、それぞれの行政分

野を担う行政機関で長期間勤務した経験のある人材を公文書館で活用する

ことが有効であると考えられる。逆に、公文書館の職員が行政機関に一時

的に出向してその専門知識を活かし、当該行政機関の公文書等の管理その

他の事務を担当することも専門的分野における行政的素養を併せ持つ職員

の養成確保という観点から有益であると考えられる。 

また、行政機関を退職した人材をその出身行政機関で非常勤職員として

活用して、その専門知識と経験を活かし、当該行政機関の公文書等の管理

その他の事務を担当してもらうことも考えられる。その際には、このよう

な行政的素養を有する人材に対しても専門知識や技能の向上を図る研修体

制を用意する必要がある。 

 

ウ 国立公文書館からの各行政機関への支援 

各行政機関の文書管理担当者は、歴史資料として重要な公文書等の移管

に当たって、国立公文書館の重要なパートナーであり、その担当する現用

文書が適切に管理されていることは、歴史資料として重要な公文書等の移

管の前提条件となるものである。したがって、各行政機関の側にも文書管

理の知識と素養を持った人材が必要であり、国立公文書館は、必要な専門

知識の研修等の支援を行う必要がある。 

国立公文書館では、現在、各府省、立法機関及び司法機関の文書管理担

当者等を対象とした３日間の研修（公文書保存管理講習会）を実施してい

るが、対象をできるだけ拡大して、公文書等の評価・選別を行う知識のよ

り多くの各府省等の職員への普及を図るとともに、将来的には公文書の電

子化等の新しい動きにも対応するように、記録管理や現用文書の管理に関

するカリキュラム・教材を充実させていく必要がある。 

 

エ 国立公文書館からの他の公文書館への支援 

現在、地方公文書館は、公文書館法において置くこととされている専門

職員が十分に配置されていないなど、必ずしも体制が十分ではない。この

ため、公文書館の運営等に関して指導、助言を必要とする場合が多くある

と考えられる。 

国立公文書館では、現在、地方公文書館の専門職員についても国立公文

書館の専門職員と同様に研修を行っているが、地方公文書館では、職員数

が少ない中で、研修期間中欠員が生じることや財政上の問題等から、研修

への職員派遣は難しいという状況にある。このような状況に配慮しつつ、

段階的な資質の向上を図るために、諸外国の先進的なアーキビストを招へ

いして、その知識・技能を導入するためのコースや地方における研修会の
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開催、遠隔地教育（e-learning等）の活用など、国立公文書館における現

職者のトレーニング（専門職員養成課程）の充実強化を継続して進めるこ

とが必要である。 

また、我が国の公文書館の中心的役割を果たす国立公文書館が、地方公

共団体及び民間企業のアーカイブズ等に対し、指導又は助言を積極的・全

体的に行えるようにするためには、公文書館法及び国立公文書館法を改正

する必要がある（公文書館法第７条、国立公文書館法第１１条第２項）。 

 

（８）所蔵資料の国民への利用促進 

ア 閲覧・展示等の施設・設備の拡充 

国立公文書館が真に国民に開かれ、我が国の歩みの実態を伝える情報を

国民と共有する場として機能するためには、広く社会的認知を得るための

方策が必要であり、各種の教育面で活用されるような機能の充実をめざす

べきである。このような身近な施設となるためには、閲覧・展示等の施設・

設備の拡充が必要である。 

 

イ 所蔵資料の利用拡大のための広報 

公文書館に移管された歴史資料として重要な公文書等は国民共有の財産

であることから、新たに公開された資料をはじめ所蔵資料を広く国民に紹

介することが重要である。外交記録公開等の取組を参考に、ホームページ

や各種のメディアを通じた広報体制を強化することが必要である。 

 

ウ 個人情報保護 

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律

第５８号）が施行（平成１７年４月１日）されると、何人も、行政機関の

保有する自己を本人とする保有個人情報に対して、開示請求権、訂正請求

権、利用停止請求権を持つようになる。また、「独立行政法人等の保有す

る個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５９号）にも同様の

規定があるが、国立公文書館が保存している公文書等のように歴史的若し

くは文化的な資料等として特別の管理がされているものは、これら法律の

いう行政文書に当たらないとされているので、行政機関から独立行政法人

である国立公文書館に移管されて、国立公文書館が保存している公文書等

に記録されている保有個人情報については、いずれも適用されない。この

ため、国立公文書館が保存する公文書等についても、歴史資料としての特

殊性に配慮しつつ、これらの制度と整合性を図りつつ、適切な対応を検討

すべきである。 

 

（９）情報技術及び電子政府化の急激な進展への対応 

ア デジタルアーカイブ化の促進 

デジタルアーカイブ化等については、e-Japan重点計画-2002（平成１４
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年６月１８日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）で明記さ

れた「重要な公文書等の歴史資料等に関する情報が、地理的な制約を受け

ずにどこにおいても入手・利用できる環境を整備」すべく、電子政府の誕

生によって不可欠となる電子記録の管理も念頭に置きながら、実現に努め

るべきである。 

情報技術の進展に伴い、国立公文書館が所蔵する歴史資料として重要な

公文書等の情報をデジタル化し、インターネットを通じて一般に公開する

デジタルアーカイブ化を促進することは、所蔵館に出向かなくても、世界

中の人が誰でもいつでもどこからでも資料にアクセスすることを可能にす

ることであり、利用者の拡大のためにも非常に重要である。平成１３年（２

００１年）に開設したアジア歴史資料センターは、最先端の技術により世

界中どこからでもインターネットを通じて資料の画像を見ることができる

画期的なデジタルアーカイブとして、既に内外から高い評価を得ている。 

国立公文書館が所蔵する公文書等は約５８万冊に上り、本格的なデジタ

ルアーカイブの運用までには長期間を要するが、センターの実績を踏まえ、

既にマイクロフィルム化されている公文書を中心に、公文書等のデジタル

化を着実に進める必要がある。 

また、デジタルコンテンツの量のみならず、その多様性も利用の促進に

つながることから、貴重な公文書等やそのままでは物理的に閲覧が不可能

な公文書等を高精度のデジタル画像化した高精細画像も含めて、コンテン

ツを充実させることが重要である。 

 

イ デジタルアーカイブ・システムの構築 

国立公文書館では、研究会の中間とりまとめを受けて、平成１５年度に

既存の目録データベースシステムの再構築について検討を重ね、目録検索

と画像提供をリンクさせた「国立公文書館デジタルアーカイブ・システム」

の構築を進めているところであるが、システムの詳細設計に当たっては、

多様な利用者に対応できる検索システムの提供はもとより、画面等につい

てもユーザーフレンドリーな構成とするなど、コンセプトとして掲げた「い

つでも」「どこでも」「だれもが」「自由に」「無料で」を実現すべく、更な

る努力をする必要がある。 

 

ウ 電子媒体の移管・保存方法等の検討 

近年の情報技術の進展には目覚しいものがあり、それに対応して、各府

省でも、文書管理システム等の利用を促進しているところである。インフ

ラの整備に伴い、今後、各府省において電子化された文書を原本とする公

文書等が急速に増加することが見込まれる。電子媒体である公文書等につ

いても、紙である公文書等と同様に歴史資料として国立公文書館に移管・

保存しなければならないのは当然のことであり、その仕組み、方法等につ

いて、検討する必要がある。その際には、マイグレーション（旧システム
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から新システムへのプログラム・データの移行・変換）等の措置について

も検討する必要がある。 

近年行政機関のホームページが急速に充実しているが、ホームページに

掲載されたものであっても行政機関の職員が職務上作成した文書は、公文

書等であるから、本来国立公文書館に移管されるべきものである。米国で

もクリントン政権のもとで運営されていたホワイトハウスのホームページ

は、ブッシュ政権の発足時にそっくり国立公文書館に移管された上で、引

き続き閲覧可能な状態となっている。 

電子媒体である公文書等の移管・保存・利用については、諸外国におい

ては体制整備が急速に進みつつあるが、技術的に詰める点が多いことから、

各府省の文書管理担当者との連携・協力を図りつつ、別途検討の場を設け

て本格的な検討を行うことが望ましい。 

 

（１０）内閣府及び国立公文書館の体制整備 

ア 内閣府の体制の整備 

立法機関及び司法機関からの公文書等の移管のための「定め」を締結す

るための協議を始め、本報告書で提言したさまざまな取組を実現するため

の各行政機関との協議・調整、「中間書庫」システム実現に向けての取組そ

の他公文書館制度の充実に必要な検討等はいずれも重要な政策の企画立案

を含み、内閣総理大臣の下で進められることが必要である。また、こうし

てでき上がった制度のもとで毎年の適切な移管のための各行政機関との調

整も内閣総理大臣の重要な任務である。このような事務を円滑かつ効果的

に進めるためには、内閣総理大臣の事務局である内閣府においても、国の

機関（立法、司法、行政）との協議・調整や国立公文書館との連絡等を担

当する部署を設け、専任の職員を置くなど所要の体制を整備する必要があ

る。また、中間書庫システムを内閣府に設置する場合には、その運営を可

能にするための体制整備を行う必要がある。 

 

イ 国立公文書館の体制の整備 

我が国の社会の中に、より豊かな公文書館文化を育み、公文書館の機能

と役割に対する国民的認知を高めていくためには、国立公文書館が名実と

もに真の国の中核的公文書館として、各府省・地方自治体等の文書管理担

当者の職務に対する責任感と意識を高めていくとともに、地方自治体や民

間企業のアーカイブズ等に対する、技術上の指導・助言等必要な支援が行

えるような体制整備を図る必要がある。 

また、国際社会における我が国の地位にふさわしいかたちで、我が国の

公文書館が国際的なアーカイバル・コミュニティへの参加・貢献を行える

ような体制強化を期待したい。 

このためには、国立公文書館に対するさまざまなニーズに応えつつ、増

大する機能・業務に迅速かつ的確に対応できる企画・管理・運営体制を整
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備することが極めて重要である。とりわけ、国立公文書館の幅広い業務執

行に責任を負う役員については、行政実務や組織管理についての深い知

識・経験を有する者と並んで、歴史学、行政学、情報学等の分野で高度な

学識経験を有する人材が常時勤務する体制を確立することが不可欠であり、

これにより我が国の中核的公文書館として求められる機能を十全に発揮す

ることが可能となる。また、国立公文書館の独立行政法人化後に追加され

た重要な業務であるアジア歴史資料センターについても、国内外からの高

い評価と今後の内容拡充への期待に応えていくため、その責任者に国立公

文書館の組織上、より高い位置づけを与えるべきである。 
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むすび 

 

本懇談会においては、公文書等を適切に管理し、後世に残すべき価値のある

歴史的に重要な公文書等の体系的な保存を行うとともに、国民の利用に供する

ための制度を整備することは、我が国における重要な課題であるとの考え方に

立って、諸外国の現状等を踏まえつつ、公文書等の管理、保存、利用に係る制

度の在り方を検討してきた。 

本報告書において指摘した制度的課題は広範であり、その実現は必ずしも容

易なものではない。また、今後に残された課題も多い。しかし、公文書館制度

の持つ意義、それによって確保される理念をもう一度思い起こすとき、公文書

等の適切な管理、保存及び利用のための体制整備は、そうした困難を乗り越え

て実現すべき重要な政策課題であることは明らかである。 

提言されているすべての取組が速やかに実施されることにより、我が国にお

ける公文書館制度が「将来の国民に対する説明責任」に応えうる国際的にも遜

色のないものとなって、未来に残す歴史的文書・アーカイブズの充実が図られ

ることを期待して、本報告書の結びとしたい。 
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